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資本主義ロシヤにおける労働時間

荒又重雄

はしがき

小稿の目的は，資本主義ロシヤにおける労働者階級状態史研究の一環とし

て，労働時間に関する基礎的資料の集成を試みることである。

いうまでもなく，労働時間の問題は，すぐれて資本主義に特徴的な問題で

ある。なぜなれば，生産が交換価値を目的とする商品生産となることじよっ

て剰余労働搾取の社会的要求は無制限のものとなり，工場制度の成立によっ

て，労働時間に対する農業的な自然的制約が大巾に取りのぞかれるからであ

る。それと同時に，労働力が荷品となっていることにより，労働力の浪費に

対するが]らかの11111限は原r)IJとして個々の生産単位の中においてではなく，国

民経済全体の規模で社会的なものとして現われてくるからである。

あらかじめ，資本主義ロシヤにおける労働時間の歴史についての重要な指

標を描げておくならば，次のごとくである。 1861年一農奴解放。ここから資

本主義ロシヤの歴史が切っておとされる。それまでの，ロシヤに特有な農奴

占有マニュブァクチュア，および，その強い影響のもとにおかれてきた商人

マニュブァクチュア(資本主義的マニュブァクチュア)が、一部資本主義的

マニュブァグチュアに転身する。 1860~ 1870年代一一度莱革命。とくに資

本主義的工業の中心である綿工業では， 1860年代末より 1870年代のはじめ

にかけて，機械常Ij大工業の覇権が確立する。カ・ア・パジートノフによれば，

1871f[三， モスクワ県におし、て，市場向けに生産された綿織物のうち 63;;右が

工場製品であった。∞ 1882 年~ 1885年一一一婦人・年少者の労働日に対する

法的~lìII限。目的年 6 月 1 日法は 12 才米満の児市:の了必場労働を禁止 t 、 12才

~15才の /'1::少将に関してう 1日の労働時間企最高 8時間とし，かっ，夜9時
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より朝ら時までの夜間，および日曜・祭白に労働させること、会禁じたo 1885 

年 6月3日法は，あま・綿・羊毛工業に限って，そこに働く婦人，および15

才~ 18才の年少者に関して，夜間労働を禁止した。 1897年 一般的な労

働臼の法的制!浪。 1897年 6月2f3法により， I来年男子の労働日も 1臼11時

間 30 分，夜間労働の場合には 10 時間に制限された。 1950 年~ 1917 

当時の間際的な労働者運動の統一要求としての 8時間労(勧告IJをめぐって，ツ

アー政府および資本家，労働者の開で激しい抗争が起るο ロシヤにおける労

段革命の時代。

あつめられた資料は，年代的にみても地域的にみても未だ充分のものでは

ない。所定労働時間と時間外をも含めた実労働時間，拘束時間と休憩その他

を除L、た実労働時間の区別の不分明な資料もある。休憩時間の配分や交替制

の種類，深夜業の実態など，労働日の諸形態についてはとくに資料が不足で

ある。とはいえ，長期的傾向に対する大まかな把握は，とりあえず可能であ

る。

1 1880年代までの労働時間

1) 最初に 1861年の改革以前の状態を若二子みておくことにしよう o 19佐

紀前半における労働時間の状態は竜エム・カ・ロシュコヴァの研究によると

次のとおりである。すなわち，強制労働!な使用する工業における労働時間

は，一見.:1日12時間と定められていた。

しかし，実擦には，しばしば破られていた。グメシェアスキー鏑山では，

署員工は 1臼12時間働いていた。 IJ、セロスラフスキー・マニュブァクチュプ

では， 13時間働いていた。ペテルブルグの官営鋳造工場における労働日は，

午前 S時より午後 8時まで，うち休憩[1時間で，実動 14時間であった。オ

ソーキン所有のカザンスキー羊毛工場における労働日は 14時間であった。

ラピンスカヤ文房具工場では，午前 4時より午後 8時まで，アラパエブスキ

ー鉱 ~LI では，午後 12 時まで働いたから， 4時rHjt…か休みがなかった。自由

雇傭労働者な{吏出すゐ場合にも，労働日は 12時間から 14時間であった。くわ
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カ・ア・バジートノフの研究の中に引用されている1803年のあま産業に関す

る調査によると，労働自の長さは 12時間というものが最も多かったとされ

ている。 (3)一般に労働日は 12時間を基準にして，それぞれ若干づっそれを

上まわる程度であったとみておいてよかろう。

労働年の長さは， 1803年の調査によると，農政占有工場で通常 260日あ

まりて、あった。日曜・祭日をあわせて，年間 100日ほどの休日があった。的

当時の労働者にとっても，長労働時間に対する不満は潜在的には大きなも

のであったにちがL、なL、。しかし，労働時間はその他のもろもろの労働条件

から分化した純粋な形をとって扱かわれるようにはなっていなL、。当時，基

本的要求は， [-労働者jにとっても[土地と自由jで、あった。とくに労働時

間に関連する問題が中心となった争議を，パンクラートワの年表より拾って

みると， 19世紀前半に 10件を数えるが，そのほとんどが労働日ではなく労

働年の長さに関連するものであり，かっ，強制労!動に反対するものであっ

た。すなわち‘ 1807年ペノレミ終において、祭日労働の強制に反対する争議，

1820年ぺfレミ県において祭日労働の強制jに反対する争議， 1826年エカチユ

リンブルグ県において祭日労働の強制に反対する争議， 1831~ドカノレーガ烈に

おいて祭日労働の強制iに反対する争議， 1841年ペノレミ県におし、て祭日労働の

強制に反対する争議， 1842.ftミモスクワ燥におし、て祭臼前夜の労働日の長さを

めぐる争議， 1845年ベノレミ県において， 祭臼労働の強制jに反対する争議，

1851年ペルミ県において時間外労働の強制iに反対する争議， 1857年ペテノレ

ブノレグ燥におし、て(イジヨーノレスキー工場及びアドミラーノレテェィスキー工

場)祭日労働の強制に反対する争議， 1859年オレンブ、/レグ県におし、て祭日労

働の強制!に反対する争議となる。 (5) このことは，一闘では，当時，絶対的剰

余価値生産が主として労働年の延長によって行なわれようとしていたことを

示すものであろうし他婚では，当時の労働者にとって毎日の生活は労働時

間と必要最低限の生理的必要時間にかぎられ，社会的文化的生活の余地は，

日曜・祭日のみに可能だったことを示すものであんう。

2) 1860 年代， 1870 jl三代の労働時間に関ずる資キ~Hl とぽ l二 L 、ょうであるも
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第 1表はウラルのニジュニエ・タギリスキー工場のものである O 季節によっ

て労働時間の配分のことなっているところが特徴的である。最も日の長Lもら

月 ~7 月についてみると，労働日は午前 4 時 30 分に始まり午後 8 時に終る O

第 1表 ニジュユェ・タギリスキー工場の時間表 (1860年代)

サイレン...・ H ・.....・ H ・..……...・ H ・......・ H ・.....・ H ・..…'"・ H ・.....・ H ・-…午前4f待

労働者出勤……・長 H ・H ・....・ H ・........・ H ・....・ H ・.....……-・・ H ・H ・....・ H ・-午前4時30分

朝 食…・….......・ H ・.....・ H ・....・ H ・......・ H ・....・・ H ・H ・-….....・ H ・...午前7時30分

i'~)J 食時間・・ H ・H ・....・ H ・-…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ E・・・・・・・・・ e・・・・ (30分間〉

昼食…...・ H ・..…....・ H ・.，……'"・ H ・H ・H ・.....・ H ・-食…………..，・ H ・-午liij 11 I待

夕 食 (5・6・7月)-..・ H ・.....・ H ・.....・ a・...・ H ・H ・H ・-……...・ H ・..…午後 51時

夕食時間...・ H ・...・ H ・...…・ H ・H ・....・ H ・.，.・ H ・...・ H ・...........・ H ・-…..(30分鰐〉

〔仕事;伎舞〕

3 )j15日-4H111…・・ H ・H ・....・ H ・-…・・ H ・H ・...….....・ H ・-…・ H ・H ・...午後 7持

4 月.，.・ H ・.....・ H ・..………..，・ H ・.....・ H ・.....・ H ・.....・ H ・..……...・ H ・-・・・午後71時30分

5月一7H・…....・ H ・....・ H ・....・ H ・-……...・ H ・.....・ H ・-… H ・H ・....・ H ・....午後 8時

8 月............・ H ・....・ H ・....・ H ・......・ H ・...........…・ H ・H ・...…・・ H ・H ・..・午後 7時30分

9):11日-15El....・ H ・....・ H ・-…........…....・ H ・....….....・ H ・-…....・ H ・..午後 7n~ 

9 Jj 16日-3月151=1'"・H ・....・ H ・...・・ H ・H ・H ・…….....・ H ・....……....・ H ・H没後 1時間

燈火のもとで働くもの…...・ H ・..…….，.・ H ・.....・ H ・...・ H ・..………・・午後 611年

〔主主食後のサイレン〕

3月15悶 4月 113‘H ・H ・.....・ H ・.....・ H ・....・........・ H ・H ・.....…...・ H ・...jfLf

4 月…・…....・ H ・......……....・ H ・....・....……...・ H ・....・ H ・......…・午後 11侍

5月一7Jj.…....・ a・-….....・ H ・-…・・ H ・H ・..…...・ H ・-……...・ H ・....・ H ・..…午後 11待30分

8 }j ............・ H ・-…....・ H ・...・ e・......・ H ・-…・…...・ H ・....・ H ・.....・ H ・.....午後1時

9)j 1日 1513 ..... ...・ H ・...・ R・H ・............・ H ・-…・…......・ H ・......・ H ・…午後O持30分

9}j 16日-3月16日....・ H ・...・ e・H ・H ・....・ H ・-…・…....・ H ・....・ H ・.....…・・正午

11861-1905年ウラノレにおける労働者の状態J 資HNo.182

残余の時間は 8時間30分である。工場の始業時刻より終業時刻までの間に，

朝食に 30分間，昼食に 2時間 30分間， 夕食に 30分間の休諒がある。経間

のやや長い休憩が，労働力の生理的再生産のために極めて貴重なものであっ

た λうことが符易じ想象される。合計 3時間 30分の休憩をのぞいて， 実労

働時間は 12時間となる。
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当時のウラノレにも 2交替銅jの労働を採用していたところがあった。ニジ

ュニェ・サノレディンスキー工場で 1865年 11月1日付で公布された就業規則

の冒頭には次のようにある。 11. 2交替労働は，午前 5時および午後 5時

に始まる。 2. 1交替労働は，午前 6時に始まり午後 7時に終る。その間に

食事およひ打ち合せに 2時間とり，労働時間は11時間となる。 3. 労働者は

カレソター るされた公休日と a曜のほかは，一年を通じて毎日働かなく

てはたとらな~、。...・ H ・ "J (6)。経済的発展のテンポがひくかったウラノレにおけ

る状態、は，この二例によって推測されるものから，以後あ支りかわりなかっ

たとみてよいであろう。

1970年代については，ベテルブノレグの繊維産業における労働者状態に関す

る，ゲ・ヴェ・プレハーノフの報告がある。それによると，オブウゃォードヌ

イ運河ぞいの新綿紡工場における労働日の長さは 13時間 45分，午前 5時か

ら始まって午後 8時支で， 5主食休憩 1時間 15分て、あった。ケーユヅヒ綿紡

工場における労働臼の長さは 14時間，午前 5時より午後8時支で，昼食休

憩 1時間であった。 (7)実働時間が 13時間 30分から 14時間，あるいは 16時

間にさえ及ぶことがあったとあれば，労働日の長さは 1860年代のウラルの

例にくらべて長い。早くより産業革命時代に入って機械制大工業主ど確立した

繊維産業においてこそ，労働行の積械的延長の形をとった絶対的剰余価値の

生産が強力に行なわれていたとみてよ L、であろう。

3) 1880年代は，ロシヤの産業革命の結果宏明瞭に示す事実に充ちている。

第2表はベノレンシュタイン・コーガンの調査によるものである。ベテノレブルグ

における労働日の長さは，工場と Lヴ工場で 13時間， 14時間と延長されてき

ている。モスクワ県における状態は一層進んでいる。80年代にそスグワ県の工

場監督官の報告するところによると，労働日の長さは， 12 時間~12 時間 30分

のところが 208 工場， 13 時間~13時間 30 分のところが 229 工場， 14 時間~14

時間 30 分のところが257工場， 15 時間~16 時障のところが 175 工場といった

具合に分布していた。交替制度は，労働力を一層急速に吸い尽すのに効果的な

形なとったものとなってきていた。すなわち，べ・ア・ベスコフの報告するとこ
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「レニングラード史概説J第2巻， 1957， 198頁。

ろによると午前 4時ーから午後 8時支での日勤番と，午後 8持から午前4時支

での夜勤番との交得制が多かった。拘束 16時間と拘束 8時間との 2交替翁IJ

1885年モスグワ県ラシヤ L場における交替制j

「日勤孫〕

午前4時30分午前8時....・ H ・....・ H ・....・ H ・-…....・ H ・"， 3時間30分

ノfliij8時30分一午後oHl'30分…….......・ a・H ・H ・-・・H ・H ・4待問

午後1時30分一午後 811寺....・ H ・....・ H ・-…・….....・H ・-…リ 6時間30分

「計 14時間〕

第3表

〔夜墓lj孫〕

午後8時一午前4時30分...・H ・-…・...・ H ・....・ H ・......・ H ・..8時間30分

午前 8n~-午前 8時30分…....・H ・....・ H ・...・・ H ・ H ・-……30分

午後0作3ゆ分一午後 1時30分…・ー...........・ H ・-…一.......1時限

[計 10時間〕

カ・ア・パジートノフ，竿命前P シヤ繊維工業史概説ー羊毛工業j

よそスクワ， 1955， 210頁。
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である。閉また，同じくモスクワ黙における1885年の報告によると，ほとん

どすべてのラシヤ工場において，第 3表のような交替告iJが行なわれていた。

企業間競争の激化によって，とりわけ労働力浪費的なやり方で剰余価値生

をやらざるを得ないグル{プもあらわれてきていたとみられる。同じくペ

スコフの報符するところによると，王子均賃金の低いところほど労働時間が長

かった。 11-12時間労働制をしいてL、た 8工場の平均賃金は21ループリ 66カ

ベイグであったのに対し， 13時間労働命IJをしいていた14工場の平均賃金は20

ノレーブリ 11カベイク， 14時間労働制をしいていた 13工場の平均賃金は 17ノレ

ーブリ 87カベイグ， 15時間労働制!をu、ていた10工場の平均賃金は 16ノレ{

ブリであった。助

1880年代的な絶対的剰余価儒生産の方式を最も典型的な，撤底した形でし

めしたものが， 1885年に大ストライキを惹@-記したそロゾフ工場の例であろ

うのここでは，労働日の長さは，日勤評通番(1交替1#1])の場合で午前 4時

より午後8時支で拘束 16時間，その中に広食休憩、が 1時間入るとして実働

15時間であった。さらに，ここでは l昼夜 2組 4交替待IJがとり入れられてい

第 1総は午前 0時から午前 6時までの 6時間，および午後O時から午後

6時空での 6時間，合せて12時間働らき，第2組は午前 6時から午後0時支で

6時間，および午後 6時から午前O時支での 6時間，合ぜて12時間働くとい

うものであるの土曜日と然自前夜には，労働日は午後6時に終り，休日の次

の日は午前4時に始業して正午まで， 8時間連続して働らいた。(10) 1 N1-:夜

2組4交幸手術jは，単なる各12時間連続の 2交務命IJよりも，労働密度を高める

のに5<JJ呆があったであろう。しかし労働者'にとってみれば，毎日の生活が一

関すき交なく労働時間によって規制されることになったの労働者は，休憩のた

め許された 6時間の中で，工場から病舎支での往復，食事の用意その他の家

事なやりくりし，かつ睡眠をとらねばならなかったからであるの大部屋にベ

ヅトがならんでいる兵舎のような住民とあっては，日曜とて静かにねむられ

るものではなかったであろう。労働者は 1昼夜 2お[4交替爺IJによって 1

日を 2日に[玄切られて， 6時間単位で患っくいとぎもなく生活必ねばならな
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かった。モロゾフの工場にも，拘束16時間と拘束8時間の 2交主季語11が一部に

採用されていた。しかし，これは 1昼夜 2組 4交替制にくらべると，資本に

とって能率のわるいもので、あったようである。日勤番の労働aは午前4時か

ら午後 8時までであるが，その中に，朝食休憩が 1時間，昼食休憩が 2時間

入っていた。資本はしばしばこの休憩時間の高IJりとりにつとめたが，それだ

けでは不充分であったので，日勤番の休憩、時間に夜勤番を動員して機械の 1と

るのをど紡ごうとした。その結果，夜勤番せとつとめるものの睡眠時間は械度に

みだされ，多くの災害発生ぜしめることになったとされている。 (11) なお，

1882'年にいたるまでは，少年も少女も，成年と同じように，こう Lた労働時

間制度のもとで働らいていた。さらにモロゾフの工場は 9 労働年の長さの大

きいことでもそスクワ燥で第 li立で、あった。モロゾフは労働日を延長するの

みで満足せず，次々に日曜や祭日をつぶして行った。月の労働日数はお

26日で， 1880年代はじめの恐慌時でさえ 22-25日であった。労働年の長さ

は 1884/前年の不況時でさえ 283-284日であり，好況時には 340日にも連

した。 (12)

このような動向の中にあって，労働者はし、かなる要求をもって対応したの

であろうかのまず思い起されるのは1885年のそ口ゾフ工場における大ストラ

イキであるが，しかし，そこで労働者に掲げられた諸要求のやには，直接に

労働時間に関係するものが一つもないのであるのその玉県白は，一つには，折

から綿紡の不況時代で，過長労働時間の問題よりは賃下げの方が中心であっ

たということであろうが，もう一つ，当時の労働者が，次第に定着した本米

的プロレタリアートに変りつつあったとはいえ，未だ出稼農民的性格をつよ

くもち，工場内のや吊を仮のものとみる傾向を残 Lていたためと考えられ

るのとはいえ， 1870-1880年代にも，労働時間問題を中心にした争議の例は

多い。いまそれを，当時のロシヤの繊維工業地帯の中心地の一つ，ウラジー

ミノレ県における労働争議の年表より拾ってみると次のごとくである。

1872年 5.6月，ニコリスカャ・ 7 ニュブァグチュアで祭目前夜の労働を午

後 6時に打切り，祭日の夜勤番を廃止することを要求する争議， 1881年ネチ
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1884年ネブ

ルチロフ工場で祭日の夜間労働をめくやって争議， 1885年テレンチェア工場で

祭日労働の義務化に反対する争議， 1887年 4月ゴルブノフ工場で祭日前夜の

労働臼短縮を要求する争議， 12月ブルイリン工場で事故による操業休止日の

支払を要求する争議，1888iド7月トレウモブ工場で交替制度の採用に反対す

る争議 9月コグシュキン・マラクチェフ工場で労働iヨの 3時間延長に反対

する争議， 9-10月シューヤの綿紡労働者の 9時間 2交替稿1)を要求するゼネ

スト， 10月テズインスカヤ・マニュファグチュア 日前夜の労働日を午後

6時で打ち切ることを要求する争議， 1889年 1月七ニコフ工場で祭日前夜の

労勘日を 2時間延長することに反対する争議 3月トレウモブ工場で祭日前

夜の夜勤番廃止を要求する争議 4月ネフソレチロフ及びテレンチェブ工場で

労働日を 4時間30分延長することに反対する争議，同じく 4月イワノボ・ヴ

オズネセンスグで 9時間労働制を要求するゼネスト，間じく 4月モルグノフ

工場で祭日前夜の労働を午後8時にではなく午後6時に仕舞うことを要求す

る争議 5月ブ、ルイリン工場で労働日短縮会f要求する争議， 7月セニコフ工

場で符隈部が始業を規定より 10分早めようとしたことに抗議する争議， 11

月スタロブスカヤ・マニュブアグチュアで企業主に休業補償の支払を要求す

アごみ呈立 (13) ι}す'jf:叫0

以上:の諸争議におけーる労働者の要求の形態を眺めると，そのほとんどが未

だ労働日に対する要求というよりは労働年なし、 L労働週に対する要求である

ことに気がつくのただし， 19¥吐紀前半の「祭日労働強制反対!の形式ではな

く， i-祭目前夜の労働日短縮 J が主要な形式となっている。労働者はあし、か

わらず，平日の全時開会労働時間と食事・離眠等の絶対的に必要な生理的必

要時間jに費やし，動物の如く，あるいは機械の如く生きながら，かろうじて

祭日休暇を自分のものにすることで抵抗している。その場合， 191佐紀前半と

は呉なって司資本の{l!IJからの絶対的剰余価値生i迄の婆求は念、であり，平日の

労働日延長のために労働力消耗は激 iくなり，また交替市!の辞及によって一前

夜の労働日が深更主で及ぶことにより祭日そのものの実質的内符がおびやか
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されてくる。労働者は，祭目前夜の労働日短縮の要求によって，祭日の実質

的内容を守り，拡充するよう努力しているものと考えられる。その他「労働

日延長反対J，r交替制採用反対!の形で，絶対的剰余価値生産の個々の諸方

策にi直接的に正面から抵抗するものもみらhるようになっているが，とくに

のは， 1888年シューヤに fC>けるゼネスト， 1889年イワノヴォ@ヴォズ

ネセンスクにおけるゼネストの中で 9時間労働需lJの婆求が揚げられたことで

ある。すなわち1880年代末になって，いよいよ労働日短縮の問題が日程にの

ぼってきているjっけであるの

立 1890年代の労働時間

り まず，ベテルフソレグにおける状態からみてゆくことにしよう。第4

は，第2表と向じく，ベノレンシュタイン・コーガンによるものである。 1880

年代に関するものより，産業種類もふえ， t吉報のあった工場数も 6倍近くに

ふえるなど，豊富なものになっている。二つの表を比較して直ちに気づくこ

とは，観察したすべての工場を総括してある部分で， 1880 年代には 11時間

から15時間金での間に分布していた労働行が， 1890年代になると 11時間 30

分から 15時間 30分の間に分布していることである。すなわち，平均的な労

働日が延長したのではないかと考えさせる状態になっているのである。もち

ろんごっの表は調査の範囲もちがい， 1880年代について調ftされた工場は必

ず1890年代についても調査ぎれているかどうかもわからぬこと伐ので，簡単

に結論づけることはできなL、。とはし、え，詳細にみると，被調査工場数が増

加したにもかかわらず長労働日部分へのばらつきが減っているのは，鋳造・

機械工場，すなわち金属加工業のみであり，繊維・食品・タバコ・印刷・化

学その他，大多数部門において，被調査工場数が増加したにもかかわらず短

労働日部分へのばらつきが減っているのである。したがって，労働日は全体

として 1880年代より 1890年代にかけて，さらに延長したものとみなくては

ならぬ。これには， 1880年代が不況の時代であり， 1890年代が好況の時代で

あったという点も考慮に入れなくてはならないが， 1890年代に有っても依然
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「レニングラード史概説J第 2巻， 1957， 198]実。

としてなき出 Lの形で絶対的剰余価舘生産が追求されていたことが認められ

るであろうの

1894/95年ペテルブルグにおける繊維産業での労働日の長さは 13時間30分

カリンキンスカヤ綿紡{間々 の伊jをとると，~ 15時間 30分となっている。

ケーニヅエカテェリンゴブスカヤ綿紡工場では 15時間，工場では 14時間，

ミト口ブァニェブスカヤ綿紡工場では 14時間30分ヒ綿紡工場では 14時間，

ベテルブルで、あった。 1896年におこなわれた賃金と労働日の調査によると，

グにおけるおの綿加工工場のうち 19 工場(労働者~ 13606人〉では，実労働

時間が12時間 30分より 14時間支での間にあった。これに 1時間乃至 1時間

第

3表の数字とUJ令するの 25工場中 6工場は交務1W1を採用してLヴ、こが，そのや

30分の食事休憩を加えてみると 13 時間 30 分~ 15時間 30分となって，
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fこl主ー 1昼夜2組 4交替制があL、かわらずみられた。ただし， 1885年法によ

り婦人の深夜業ぷ禁止されていたから， 1880年代のものとは少し形がかわっ

ている。すなわち、労働者;土男子の績と女子の組にわけられ，男子の組は午

前日時より午後 3時までの 4時間，および午後 9より翌朝 5時までの 8時間

合計12時倒ケ繍e?， -9::子の紐は午前ら時より午前日時まで 6時間，および午

後:1時より午後 9持主での 6時間，合計12時間働らくと L、うもの切である O (14〕

こう uこ2系114交替制も，当時の概念、では単純な 2交替制と同じく 2交替制

として扱かわれている。

ペテルブノレグでは，金麗加工業の比重が高かった。そしてそこでは，すで

に労働日短縮化の傾向が明擦にあらわれ，労働おは11時間 30 分~ 13時間 30

分というように， fむの部門にくらべてみちかかった。しか L，この部門とて

も，時間外労働の普及とし、う事実をも考慮に入れると，次のような様相を塁

するのである。すなわち，セミヤンユコフスキー工場の旋盤工だったイ・ヴ

ェ・パブーシュキンの語るところによると， 90年代のはじめ，彼は昼も干支も

ただ働きに働らくのみで，歩いて20分の距離にあった自分の佐官にも 2Aに

1回しか帰ることができなかった。緊急、の庄一交のあったと d!;f.どは，まる60

時間もぶっとおし働いた，ということである。(同

1890年代ベテルブノレグにおける労働憩は，締結工場で74時間 84時間，更

紗捺染・麻紡で70時間一76時間，絹織で70時間 78時間，菓子製造で70時間

-86時間，製革で66時間 74時間，印刷で66時間 72時間，化学で72時間一-

80時間，石ケンで72時間-78時間，ウオトカで72時間-80時間，電機で74時

間一78時間であった。(16)

2) 小央ロシヤ繊維工業地帯のモスクワ，ウラジーミノレ，コストロマにお

ける労働時間の状態を次にみることにしよう。

モスクワ県における綿工業では，労働日の長さはペテノレブ、ノレグにおけると

同じように， 14時間30分から15時間30分のところに集中的に分布していた。

主主食休憩は 1 時間 30 分~2 時間であったから， 実働時間は 12時間 30分~

14時間ということになる。ただし，昼食休憩 2時聞をど含めて労働日の長さが
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19時間となるものが 3工場あった。このようなものはベテルブルグにはなか

ったとされている。交替制で深夜業を採用しているところは， 225工場中 43

工場であった。 (17) 1896年の調査によると，モスクワ燥では，各 91時間及び

12時間，計21時間 2交替制がひろく普及してL、た。 (18う麻紡10工場中 9工場

では実働時間12-15時間であった。(19) トレフゴーノレナヤ更紗捺染マニュフ

ァクチュアでは，平均労働日 14時間で， 1897年法の直前に12時間に短縮され

た。 (20) モスクワでも，金属加工業における労働日は比較的短かかったよう

である。 1 時間 30分~2 時間の食事休憩を含めて 12 時間 30 分~ 13時間 30

分とされ νている。もっとも，ベテルブノレグにおけるそれと比較すると若干長

い。 1890年代のモスクワにおける労働日の長さは，前出の1880年代における

労働日の長さの資料とつきあわせてみるとき，少なくとも大巾な改善のあと

はみられない。

労働年の長さにについてみると，次のごとくである。モスクワ県にある45

の大工場の年間操業日数は 26713で、あった。労働週は74時間 1日平均12時

間20分で，労働年は時間単位にしてみると3293時間で、あった。 (2めまた，同

じくモスクワ燥で，合計z万人以上の労働者を擁する47の大工場について調

査したところによると，工場における慣例的休日数は{手工業工場Jすなわ

ち大マニュファグチュアで97日，機械制大工場で98臼であった。 (22) 年間休

日数は，これによってみると，前出の1803年の水準を維持していることにな

る。

ウラジーミノレ，コストロマ県における労働日の状態は， 1896年内調査によ

れば第5表のごとくである。 9時間労働制の部分も現らわれてきているけれ

ども，一層早いテンポで交替制が普及してきている。ウラジミノレ県の綿紡工

場では， 9時間労働の 2交替制，および 9時間， 12時間労働の Z交替制が支

記的位置を占めているけれども，ウラジミノレ県の麻紡工場やコストロマよ誌の

綿紡工場では， 12時間労働2交替1jjlJがし、まだ{擾勢である。コストロマ県の綿

紡労働者のうち 9時間労働制で働いていたのは18%で，残余のものは12時間

乃至13時間30分労働制!のもとにあった。 (23)
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第5表 1896年ララジミノレ・コストロマ!果の繊維産業における労働日

(突労働持間)

'7 '3三ジミぺ 一…マ然

l円1 一ι七υj一一一一一一一一一一一一一今一一一一一一一一一一一ム一一一ム一一ム一ム

工瑚場数 労働僻者数判l工場矧判労働慨者数[件工場数:労働者耕数

凶間労働2交替閥秘! 一-1 一イ[ 54! 川可94! 山 7
， 1泣2R時寺間労働2交幸替幸制 叫1引凶6，8回9叫叫4引 一-! 一

9待閥労働 2交替制 i出 山 8以;1 31 し，削叫d i 3M，A6臼1

1ロ2持関労働制| 町 14い印，5貯70i 2i 悶剖 一イ! 一
12一 14時開労働制! 叫帯“8紛8創 2

需; 吋 5; lし，淵

カ.ア.ノパξジト/ブ， r革命前ロシヤの繊維工業史概説J，モスクワ， 1958， 103京，

263頁より作成。

長若干 11時間労働jtiJのものも含まれているとみられる。

その他，ウラジミノレ県の36の更紗捺染工場では56:15人の労働者を附して12

時間乃至13時間労働制で操業しており、 (24) あま紡マニュブァクチュアにお

ける労働日は14時間乃至15時間労働制であった。 (25) コストロマ県におけ、る

麻紡工場では，労働出主12時間乃きさ12時間45分労働第1Jであり， (26) ヤロスラ

ヴリ燥における綿紡工場では12時間労働棋が支配的であった。 (27) 総じて，

12時間以上の労働日が未だ広く後って L、るが，交替ililJの普及とともに長労働

日の悪弊は著じるしくなり，かつ資本の側にも譲歩の一定条件がととのって

きていたものとみられる。各 9時間労働，計18時制12交替制が，労働者にと

っての現実的目標となりつつある。

3) 泊ノミ/レト地方の労働時間の状態は，中央工業地帯におけるよりも多少

よくなっている。第6表は 145工場 24985人，全ラトヴィア工場労働者のほ

を含んだものである C 労働者‘の大部分は、ここでは12時間米満の労働臼制度

のもとで働いている。工場の規模と労働日の長さとは完全に照応したものと

して現われてはし、ないが， 10時間労働能1IをとってL、る工場の平均労働者;数は

295人で，その他の 118入、 156人， 171人などと比較 iてずっと大会くな叶

ている。
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第6表 1896年ラトヴィアにおける労働日
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ベ・ヤ・ヴ、イノレタス 120世紀後半ラトヴィアにおける工業プ口レタ

リアートの形成J1957， ザガ， 126]{。

第5表は就業規則による所定労働時間の調べであるから，実際の労働日は

時間外労働合含んでもっと大きなものであった。 IプP ヴオードニクJゴム

工場では，所定労働時間は10時間30分とあったが，実際の労働日は15時間に

も達していた。休憩時間の自IJりとりも行なわれていf::.o リガのクリモフ製油

所では，休憩なしに12時間労働することになっており，経営者は， r工程は

労働者の連続的参加を要求しないのであるから，仕事中にでも労働者には休

憩したり食:事したりする時間があるJとL、って L、た。 (28)

15000人の労働者を減する60工場で深夜業がとり入れられ〈し、た。普通午

後 6~7 時に始まり午前 6 時まで続き，休憩は 1 時間以内で、あった。深夜業

は， I連続生産!と呼ばれたセノレロイド、染色，化学，製油，ビール醗造な

どばかりでなく，機械製作工場にさえ採用されていた。ロシヤごニバルチック

工場は24時間連続操業してし、た。鍛治場で一年開通して夜勤している労働省

もいた。解雇の脅威の中で，日中12~13時間労働したのち，さらに夜勤する

ものもあった。 (29)

労働日のもっとも反かっ ，繊維，タノミコなど'C'，ザスラウグスカ

ヤ綿紡織工場やゲルトヴィッヒ・ジュ{ト工場の14時間労働$1Jが記録されて

いる。ザスラウクスカヤ工場では， 14時間労働制!を13時間にするだけでも激

しい労使の抗争ムを{手伝った。もっとも労働日の短かかったのは機械製作工場

で、 11 時間~11 時30分であった。最大規模の事輔製作工場では 10時間 30分

~. (30) 
つ I~ 。
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1880年代に年少労働者の労働日に関する立法がなされているにもかかわら

ず，ラトヴィア地方に工場監督官が配置されたのは1894年であり，実効合あ

らわしてはいなかった。年少者は深夜業を含めて成年と閉じように働らい-(

いた。ガラス工場における年少者の労働日は，とくに1890年 4月24日法によ

って 6時間に制限されていたにもかかわらず， 1894/95年リガのヤ・ベーク

所有のガラス工場で12才一15::3"の年少者が夜勤番をも含めて10時間以上倒L、

てい1':'0年少者の労働日のいちちるしく長かったのは，機械化の進んで L、ts;

い，比較的小さい工場においてであった。1895年カプラン所有の紙一躍工場での

労働日は12時間以上であり，こニには 7-8才の児業も働いていた。ヤウン

ゼム紙まきたばミ筒工場では， 55人の労働者のうちらO人が15才ーまでの年少者

で， 3人は12才未満， うち 1人はわずか 8才であった。年少名ーの労{勤時間は

就業規則になんのとりきめもなかった。 (31)

4) オデッサの工場における労働日の長さは， 1897年出版の報告書の中に

工場監督官ミグーリンが記し口、るところによると， 10時間30分から11時間

であって，通常午前 6時より始まり午後 6時まで，あいだに休憩 1時間30分

であった。 (32) また，労働年の長さは，オデッサの54工場につし、て調査され

たところによると， 3139時間であった。労働日は平均10.7時間であったとあ

るから，日数にすると 293日となる。 (33) モスクワの例とくらべるとー労働

年のa数は多くなっているが，労働日は短かい。比較的良好な労鋤者状態と

いえる。とはし、え，ここでも所定の労働日と実際の労働日との!日jの室長は大き

かった。公式に(uO時間30分労働制であるところで12時間労働が行なわれ℃

いたりした。たとえば，交替爺IJのとり入れられた工場で，午前 6時と午後 6

時に交替があり，各番とも若弓ニの休憩時間が与えられることにたEっ℃おりな

がら，休憩時間にも機械が全然とまらなかったと L、うが如きである Oまた，所

定労働日は12時間余りなのだが，時間外労働を入れふと 15時間乃至16時間に

達する，とし、ったものもあった。 (34)

オデソサにも，労働日の長いところが残っていた。叫!瓦工場や食品丁会場の

大部分は12時間労働;舗であっ/こし、ある製粉河iU14時間労働;1;1]-て、あった。そ
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の他，砂糖工場は12時間30分労鋤ffi1j，ジュート工場は11時間40分労働制であ

った。スウェッティング・システムの支配していた i手工業工場Jでは，名

目的には 10 時間 30分~11 時間であったが，シーズン(たとえば裁縫工場で

は 3 月 ~4 月， 8 月末~1 月 1 日)には 15 時間~ 16時間にもなった。展外

労鋤者の労働日は非常に長かった。もっとも短かくて12時間，長いときには

18時間にも達した。建設労働者のところでは，労働日は午前 5 6時に始ま

り午後 7時まで，うち休憩が 2 3時間ということであったが，請負師が問

に入って搾取をつよめた場合には，午前 4-5時より始まって午後 8時玄で

3回の休憩、を合計しても 1時間30分にしかならぬと L、うことにもなった。 (35)

5) 1890年代のウラルにおける労働時間はどうであったか。前出のニジュ

ニェ・タギリスキー工場の鍛治職場に18935n二適用された就業規則の第四項

には警 l労{動日は11時間とする，朝 6時に始まり夕方 7時に終る，昼食時間

を11時より午後 1時までとる，朝食および夕食の時間は考慮、しt"， し、J(36) と

あった。同じくニジュニェ・タギリスキー工場の鉄鉱石採JJil1職場では， 1893 

1，/ミ，採掘夫については午前 6時より午後 5時まで，その間に午前 8時より 9

時までの朝食休憩と午前11時より午後 1時までの昼食休憩を合み，結局実働

8時間の労働日が，馬方及び日雇については午前 6時より午後 6時支で，そ

の関に午前 8時より午前 9時までの朝食休憩，午前1H時より午後 1時までの

昼食休憩及び午後 3時より午後 4時までの夕食休憩を含み，結局 2時間づっ

断続的に実働 8時間の労働日が採用されていた。 (37) 地下労働とし、う，悪労

働条件のもとでの重筋肉労働を能率よく総織するために，このような労働時

間制度が発展してきたものとみてよかろう O 同じ鉄鉱石採掘職場でも， I日!接

的かっ保安的作業を行なった部分，機械工，火夫などは12時間労働で，その

間，持場をはなれてはL、け』ないとされてL、た。つまり、実働時間と休憩時間

のくみ合せが，全くちがった形をとってそれぞれ発展していたものとみられ

る。

日95""fノレニエアスキー炭磁に適用されていた就業j主HWにI.t， r坑内と洗炭

場とにおける労働は、与1011刊号クj{動2交替で行江hれど) oJL~番 i よ午 lìíJ 6時に
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始まり，午後6時に終る。昼食休憩は午前日時より午後 1時までて:ある O イ支

勤番は午後 6時より午前 4時まで休憩なしで行なう J(38) とあった。地 F労

働の点では同じであっても，労働日制度の発展の方向はここではちがってい

る。休憩時簡を潟IJってでも，拘束時間を少なくし，一方労働時間中の労働密

度を高めようとする傾斜がうかがわれる O その他， 1890年代におけるイジェ

フスキー工場;およびヴォトキンスキー工場における労働日(;t， 10 時間~ 12 

時間労働の 2交替制であった。また，ヴャトカ 9誌における1890年代の労働日

は 12 時間~ 14 時間，ときによっては 16 時間~ 18時間に及んどとし寸報告

もある。 (40)

6) 辺境地帯における労働時間制度は，口シヤの中央部にくらべて，労働

省にとって一層わるい状態にあった。

グノレジヤのチアトウノレスカヤ・マンガン事ム山ベヘ トクヴィブリスカヤ!x{倹

および銅製錬所における労働日は，午前 5~6 時にはじまり午後 7~8 時に

終った。すなわち労働日の長さは 13 時間~ 15時間となる。 (41) チアリスの

馬車鉄道会社ではラ実際に御者ーとして率を走らせて L、るときのみ労働時間と

みなされた。潟とエ与を線路に入れるのが朝 5時，仕事の:終るのが午後11時30

分，その間に休憩は 3時間であった。実働15時間:"30分で，継続的麗際は 4時

間とれるかどうか危なL、。印ftilll工の労働日は午前 6時より午後 4時まで間に

1時間休憩であったから 9時間労働日ということになっていた。ただしラ

注文が多かったり期限がせまった仕事があったりで，時間外が 2~:"3時間あ

るのが常であり，公式データによっても実際の労働日の長さは10時間を超し

ていた。ミノレゾェブの綿加工工場では，冬期J，労働日は午前 61時よりはじま

り午後 7時30分までつづいた。冬期以外はさらに遅くまでつづいたから，労

働日の長さは約14時間，うち休憩 1時間30分で実働12時間30分ということに

なる O タバコ工場の労働日の長さは， 12 時間~12 時間 30 分ということにな

っていた。しかし，出来高賃金制度が多く採J!lされてL、たために，労働者は

休憩時間合切りつめていた()(42) 2交枠制度を採用 Lていたヴォイロチナヤ

工場と、i士、、一番方の労働け、午前 6時より午後 6時までの12時間，うち 8時よ
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り30分間の朝食休諒， 12時より午後 l時までの昼食休憩があったから，実!重b

10時間30分であった。二番方は午後 6時にはすでに集合していて，午前 O時

より午前 1時30分までの休憩をへて午前 5時30分まで，実働10時間であっ

た。ザカブカス鉄道のチブリス工機部では，時間外労働がひろく行なわれて

いた。所定労働時間の終ったのちも 3~4 時間工場にのこって L 、るのが常で

あり，結局労働日の長さは 13 時間~ 14時間となってL、た。工場管理部はし

ばしば深夜業ーや日曜・祭日労働を要求した。 (43う

ノミッームにおける諸工場でも，休日労働がひろく行なわれ，工場はiJ.I;]六時

中操業していた。労働日のあからさまなごまかしも行なわれていた。とくに

交替制を採用していないところで，時計がごまかされ，休憩時間がまだのニ

っているのに，あるいは終3長時間がすでに経過してしまった少しあとから，

サイレンがなった。バヅームの大石油業者マン夕、ンェフの工場は，ブル操業

のときには労鋤週が 105時間になったが，そこで多くの年少者が成人と同じ

ように働いていた。マンタシェフの工場では，サイレンがなるより 30分，は

なはだしいときは 1時間も前から，機械がすでに動い'n、た。 (44)

第7表 19位十市己米カザクスタンにおける労働日

(企業数(割合〉

1 2 時間 7 9b 

1 3 時 Il:ll 1 4 I時間 2 4 ;!b 

1 5 時間 1 6 時間 5 0 ;!fJ 

1 7 時間 1 8 I時間 1 9 9b 
u一一一一一一一一一一一一一一一

イエ・ディリムハメドプ， I革命的カザクスタンの労働者階級交:概

imJアノレマ・アタ， 1963， 153JD:。

第7表は，カザ、グスタンの主として銅製錬工場を仁ド心にした調査によるも

のである o 半数が労働日 15 時間~ 16 時間となっ ~n 、る。これらの工場では

夜勤番の労働者の労働日も 13 時間~ 14時間の水準であった。また，鉱石採

掘場におけ守る泣水、Jjjiy'存その他の場合には，労働者を必要などけ無償で動員

すふ権利が!日i二}ミにあるむね，大ていの労働契約に記 dJl亡あった。 (45)
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カザグスタンにおいても，手工業的な小企業におけーる労働時間は長かっ

た。ウスチ・カメンスキー郡の製革・製脂工場における労働時間は12~14時

間，ベトロパヴロブスキー郡の鍛治工の労働時間は，夏15~18時間，冬12~

13時間，仕立屋や靴工は13~日時間であった。 (46)

最後に，シベリヤ鉄道建設工事現場における労働時間につし、て，次の報告

がある。すなわち，一般に政府の建設工事規定集によるとロシヤ人労働者の

労働日の長さは，夏に 10 時間 30 分~12 時間 30分，冬に 6 時間~1O時間 30

分とされてL、た。ところがシベリヤ欽道建設計画では，夏で 11時間 30分 ~

14時間 30分，冬で 7 時間 30分~10 時間 30分とされ，さらに実際には，夏に

14 時間 30 分~ 18 時間，冬に 12 時間~13 時間となっていた。中国人や朝鮮

人・臼本人などは，夏に 14 時間~ 16時間，兵士や流:JfIJl)，]はもっと長く，労

働は全く軍隊化していた。 (47) 専制j出家の軍事政策に直接にからむ部門であ

ったことを考えれば，むろん何らおどろくに足りなL、。

7) 以上みてきたように，総じて1890年代における労働日の状態は， 1880 

年代にくらべて日だった改善がなされてL、るとは忠われない。しかし，操業

時間の延長，交慈制度の採用，休憩、時間の利用による実労働時間の内容の濃

密化など，単純な時間延長では到達できない剰余価値生産の高し、水療を求め

る拶jきが明らかにみとめられる O それとともに，労働日に対すら労働者の要

求は，いよいよ織烈なものとなっている O

ウラジ…ミル県における労働争議の年表の中から，とくに労働時間問題に

関係の深いものを拾ってみると，次のごとくである。 1890年 1月モロゾフの

工場で，祭日前夜の労働強制に反対する争議 4月テズインスカヤ工場で，

祭日を 4日間とりかえそうとする争議， 1893年 6月シューヤ・マニユブァク

チュアで， 13時間30分労働制を10時間労働制に変えるよう要求する争議， 6 

月テレンチェブ，ネブノレチロフ，テズインスカヤの諮工場で，シューャ・ 7

ニュブァクチュアの争議への尚情ストラ 1895年 4丹メレンコブスカヤあま工

場で， 15時間労働の強制に反対する争議， 5月ニコン・ガレーリン工場で，

12時間労働昔話を 9時間労働11111に変えふょう要求する争議 6月イワノボ・ヴ
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ォズネセンスカヤ・マニェファグチュアで，休日取上げに反対する争議，

1896年トレウモフ工場で，祭日前夜の労働日短縮を要求する争議 6月デノレ

ベネフ工場で，祭目前夜の労働日短縮会要求する争議， 9月デノレベネブ工場

で， 24時間 2交替常IJを18時間 2交替翁IJに変えるよう(すなわち12時間労働を

9時間労働に変えるよう〉要求する ， 12月ラザレフ工場で，休業補償の

支払を要求する争議等々 (48)である。 1880年代に引きつづき「祭日前夜の労

働日短縮」要求や，祭日休暇の確保等の要求が大きな比震を占めているが，

9時間労働 2交替11)IJの嬰求が統一要求としてますます重要な佼罷を占めるよ

うになってぎている。そして，現に，イワノボ・ヴォズネセンスクの多くの

工場で，シューヤおよびコフ?などの一部分で，労働者の配力のもとに各 9

時間労働，計18時間 2交訴の斜度に移行しはじめていたの (49) 第4表にもそ

のことをうかがえる。

折から1896年には，レーニンを先頭とする「労働者階級解放斗争同盟j の

指導のもとに，ベテノレフソレグにおける大ストライキが発生した。ベテノレブル

グの繊維労働者の統一要求は， (1)今二前 6時より午後 8時支で，休憩 1時間，

実働13時間労働f回全やめて，午前 7時より午後 7持まで，昼食休憩 1時間30

分，実働10時間30分制を導入すること。 (2)毎週土曜日は午後 2時終業とする

こと。 (3)労働日短縮に相応した貸率の引上げを行なうこと，であった。く50)

ベテノレブソレグにおし、ては，交持制の持及毘がひくかったので，統一要求が日

勤労働名rl::1，むのものになっているからということもあろうが，状態は他地方

とくらべて決してよくはない。当時，すでに金属労働者のところでは，もっ

と水準の高し、要求もあらわれていた。たとえば1896年 6月「同盟 jがプチロ

フ工場の労働者ーのために発行したピラの中には 8時間労働翁iJの要求が掲げ

られた。 (51) ともあれ，首都で，資本主義的産業の中心部分であり，かつ最

も搾取のつよめられていた部分に起った大ストライキであったとみることが

でぎょうの大蔵大目は*IfJJIJ布告をもって労働日短縮に関する法律制定を約

し， 1897年 l月，ペテノレブルグの綿紡織工場主の特別会議は，労働日規制の

一般法の制定を待つことなく，ベテノレフソレグの綿紡織工場に 1897年 4月 16
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日より 11時間30分労働制を採用するべく決定し (52) 1897年 6月2f3，労働

日を11時間30分に制限する法律が制定された。

1897年法の問題点は，レーニ γの研兜に従がうと次のような諸点となる。

(1)労働時間を「罵用契約によって義務づけられている時間Jと定義すること

により，出来高払契約て、労働者が作業に要する時間についての取きめのない

ものは規制の範聞外となる。 (2)11時間30分という時間では，それにより現実

に労働日が短縮される部分がごく|浪られる。 (3)土曜日の労働臼の最高を10時

間と決めたことは，平日より 2時間短縮するという慣習からみると長すぎ

るの (4)年同日と L、う義務的休日は，年初日乃至 100日の慣膏的日曜・祭日数

よりみると少ない。 (5)10時間以内のときは休憩をはさ玄なくともよいことに

なっている。また休日による作業からの解放時間は24時間以上とし、ぅ最低水

準である。 (6)交替作業について，各労働者・の労働時間 2週間分の玉子均が 1尽

夜 9時間を超えなければ 1尽夜12時間をでの延長がみとめられている。連

続作業の場合は 2尽夜に24時間までの延長ーがみとめられ 1昼夜24時間 2

おlR時間労働 3交替1ff!]が存続する。すなわち，ある日は 8時間，次の日は16

時間働くとし、う交替待1]が許されることになる。 (7)時間外労働の最高限につい

て，法の施行規則の中に年間 120時間とし、う制限がとり入れられたが，一方

r-'I:践の技術的条件 lその他，事室々の場令に，時間外労働につし、ての取きめ

を就業規則にくり入れることを許Lたため「義務的時間外労働 I7抗生じたの

/1'-関 120時間の制限も，例外の方が多くて実効がなかった。 (53)

8) 労働日の現実的な短縮という点よりすると， 1897作法の実効は少なか

ったのすでに陸軍省所管の官常工場における労働自の長さは10時間とされて

いた l，また，もっとも労働自の法的規制を要するがごとき部内や地域が芯々

法の適用範囲からはずれていた。カザグスタンでは， r労働時間は 1尽夜に16

時間をこえてはならぬい 「夏には月 2日，冬には月 4日の休日を与えねば

ならぬ!という 1895年の「規則 lが，中央ロシヤの動きに影響さわして、 「労

働行は 1J~夜に 14時間を超えることを得ずJ と L 、う水準に変化Lた (54) とは

いえ，内容的予存薬(工大ぎL、。法が適用さるべき地域でも，その実織は遅々た
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るもので、あった。たとえばリガでは， 1899年クリコブの製紙工場で，蒸気機

関づき，ボイラー室，製紙機械づきの労働者が 1昼夜に休憩なし14時間で働

いていたし，続き機づき，紋断機づさのものは実働12時間で働いていた。マ

ンテリ機械工場でも，ボイラーマン，機械工，注討IIの労働日は午前 5時よ

り午後7時まで，休憩、 1時間，実1倒D13時間であった。ゲオルグ・タリゲイム

高会て、行なわれた時間外労働は， 1898年ヲ年間 1人当り270時間乃宅300時間

してL、7こ。 (55)

日97年法は，それが蕊ちに労働自の短縮に役立つところ少なかっ tこと In、

えヲ労働日をめぐる労働運動の昂揚の条件をつくった。とくに中央繊維工業

地帯にhいてそうであったとされる。主主こびウラジーミル県における労働争

議の年表から冷ってみよう。 1897'年3月シューヤの諸工場で 18時間 2交替告11

:を要求する争議， 5月コソレキンスカヤ・マニュブアグチュアで， 18時間 2交

棒待1]を唆求する争議， 6月カレトユコフ工場で， 18時間 2交替制の導入に際

し質率の引下げが行なわれたことに反対する争議 6月レジェフスカヤ・マ

ニュプアグチュアで， 18時間 2交替命IJの導入を要求し，賃金低ドに反対する

"fl議 8月ラザレフ織布工場で18時間 2交害事を要求する争議 9月ゴノレブノ

ブ工場で18時間 2交替#J1jを要求する争議， 9月クチン工場で18時間 2交裕命IJ

な要求す乙争議， 10月モロゾフの工場で18時間 2交替制を要求する争議， 11

月モロゾフの工場で11月8Flを祭日表に入れるよう要求する争議， 12丹ソコ

ロブ・ 7 ニュブァクチュアで，新勤務体制にともなう質率引上げを要求する

争議， 12月ノミジヤノフ工場で向じく新勤務体制iにともなう貸率引上げを要求

する争議， 12月カレトユコブ工場で 9時間労働'r¥JlJを要求する争議， 12月シュ

ーャ・ 7 ユュブ y グチュァで労働日銀締と祭日保存を要求する争議， 1898年

1月，イワノボ・ヴォズネセンスグで祭日数保存と祭目前夜の労働日短縮を

要求する争議 1月ノレノミチェフ工場で新勤務体昔話jにともなう賃率引上げを要

求すゐ争議 1月ノミーリ γ工場で祭日前夜の労働日短縮を婆求する争議 1

Jjトノレチェアスキー工場で昼食休憩を要求する争議 2月ネチヤェブ・マリ

ツォフ工場で時間短縮を要求する争議， 10月アノニムノイ工場で 10時間労働
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命IJを要求する争議，などである。 (56) 労働B短縮，それに桁!石、した貸率引上

げ，祭日数確保が主要求であり，要求は攻撃的であるの

m 20世紀初頭の労働時間

1) 1900年代はじめ，食品製造，製紙，ゴム，製材，製本，交替市jを採用

していない繊維産業などの部門で，所定労働時間は1897年法にもとずき，平

日11時間30分，土曜日時間，週67時間30分の線にそろっていた。 (57) ペテル

ブルグの金属工業における労働日は，王子日 10 時間~1O時間 30分，土曜日 7

時間 30 分~8 時間，週 57 時間 30 分~60時間 30分の水準にかった。第 8

は，ア・エヌ・チコレフが1901年ベテルブルグの11工場について調査 Lたも

のに依っているの全体として1897i手法に許されたものより若干少ないところ

にあったが，中には 11 時間~11 時間 30分の水燃にあるものもあったい立

た， 11工場中 6工場の治金職場では， I連続生産を採用 LているJゆえをも

って12時間労働制が行なわれていたの (58)

第 8~受 1901年ベテルブノレグの7金属加工業における労働時間

:マ品十工場数!労働者数( 似j 考 (工場名〉

10 時許可労(制什 57-571，~ I 4 I 札制fpzfヲ3325己主ご
レスネル，ベテノレブノレグ金属

10附納分労働街iJ I 60-60112 I 4 I 5，779 I Jj[搬切らアレクサンドロフ
スキ一

E 1口1n時fサf問労働 f命Hい 8臼2ろ玖イ2-6侃5 I 2 : 1，6剖附時削oI "グレイトン造船， ~.銚鋼R岡j医夏延

附

5幻7州江1!3汎1，8鈴89引| 
イ・エス，スモーリン「第一苧命別における 8時間労働?械をめざすべテノレブノレグ労

働者の斗争J，Iレニングラード労働者階級の歴史J，第2冊，レニングラー if，

1963， 114]まより作成。

ウラルの例でみても，ウトキンスキー工場の労働日が午前 6時より始まっ

て後6時まで， 1時間30分の休憩で実働10時間30分，ピリムパェフスキー

工場の労働日は，現午前 5 時:~O分より始支って午後 61時30分支で，休憩 1
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時間 30分で実働 11時間 30分，冬，午前 6時より始まって午後6時まで，

休憩 l時間で実効11時間 (59) とL、った具合になっている。しかし，ここでも

12時間労働が広く残存していた。 1900年，グィ、ンュトウィムスキ{工場，カ

スリンスキー工場，ニヤゼ、ペトロブスキー工場などの治金職場は，みな午前

5~6時および午後 5~6 時を交替時とする 12時間労勘 2 交害事告IJであった。 (60)

一方，高熱重筋労働の部門では早くから 8時間労働命1)を要求する声もつよく

ウラノしでも1890年に労働者の陳情がでているの (61)1900 年のグィシュトウィ

ムスキー工場では，鍛接戦場とJf延製板職場の一部に 8時間労閥 3交務爺1]が

導入されていた。 (62)1904年カスリンスキー工場の労働日は，午前 6時より

始支って午後 4時空で，休憩、は午前l1IT今から午後 1時まで 2時間，実働 8時

間であったの支た詞じく 1904年，クィシュトウイムスキー工場の労働日は，

午前 7f日'j:より午後 3時支で休憩な L8時間労働告ljであったのここでは，以前

11， 12月のみ 8時間労働常1]で，イ也の月には 9~10時間労働制!であったものが

一律にぎめられたものである。 (63)

1904iiミのウラルに関する上の工作例は， 1900年代の不況に関係があるかも知

れない。リカ、のアメリカン・パノレチヅキー製本工場では， 1900年 2月，恐慌

の影響をうけて労働日を10時間に短縮し，賃金を時間給にかえた。同じくリ

ガのバノレチヅカヤ綿マユュブァクチュアでは，以前には時間外をひんぱんに

やらせていたところ，1900if.に労働日の弘矩縮を行なっている。 (64)

1904年，対日戦争とともに一連の軍要産業では操業度が高まり， I義務的

時間外労働jの採用が広汎イヒした。ペテノレブルグの金属加工業についてそれ

をみると次のごとくである。シーメンス・ガリスク金属工場では，金属職場

の労働者の半分，電気職場の労働者の38%が，自に 2時間30分あて時間外労

働な行なってし、た。ネフスキー工場では全職場で日に 2時間の時間外労働が

行なわれていた。ローゼングランツ銅圧延工場では、労働者の25~百が日に 2

時間あて時間外労働 Lていた。グレーボア電機工場の労働者の75%が，ゲィ

スレル電機工場でi土労働者の50%が，ノーベリ工場では労働者の20%が，そ

れぞれ日に 2時間の時間外労働を行なっていたのブリキ製造工場では，時間
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外労働が日に 4時聞に及び，サン・ガリ機械工場では，労働日は11時間のは

ずが13時間となっていた。 (65)

わ 1905年の より、ロシヤにおける労働a昔話度は大きく動揺した。

すでに1903年，南ロシヤのゼネストは，労働日に対する若干‘の影響を残して

いろのオデソサのジャーコ七場ではそのために昼食休憩が20分追加され，水

工労働円が30分短総;2:，h，カーンの工場でも労働日が 40分短縮され

!~0 主た水夫や港湾労働者のところでも若干の労働日の変化があった (66) と

きれている。[か 1，まだ本務的変動とはいえない。

1905年 1月，大ストライキの波がペテルブノレグをはじめロシヤにひろがっ

た。ポリシ 1 ヴィキーはその中で， 8時間労働制の革命的導入を閣動した。

労開表の力の最も強力だったいくつかの工場では，実際にそれを断行Lた。

1月ストライキのあと数日間，ベテルフソレグ王手柄製作工場では実力で労働者

が 8 時間労勘i闘を導入した。プチロフ工場では 1 月 25 日 ~27 日の 3 日間， r白j

燃に事後lfc諾輔の方式で労働者が 8時間労働市jを採用した (28日には再度ス

トライキに入った) 0 フランコ・ノレースキー工場でも，イジョーノレスキー:ζ

場でも同様のことが起った。バルチッキー工場においてもまた舟様であり，

了奇;場長ラトニク::U905年 2月5日，海箪省あての報告の中に， 下社会民主党

のアジにより，職場では 8時間労働制を目論んで 2月7R には~、つもより早

く仕事合仕舞ってしまう計画がなされている lと書き送ってL、る。 (67)

工場較替官のあつめたアンケート調査によると， 1 ~2 月ストの結果ヲ労

働者7000人を擁する25の機械製作，金属加工工場では， 11時間30分の労働日

が30分乃至 1時間30分あて短縮された。一連の部局1]，ビール醸造，製革工場

でも労働日の短縮がおこった。ゴム製造マニュブァグチコア(労働者6100人〉

ぷよびラフェルム・タパコ工場(労働者1200人〉では，労働日がそれぞれ 1

時間つづ短縮された。 (68) とはいえ，大きな影響をもったのはペテルブルグ

における官営工場の動きであった。睦案省、の主砲工場では，軍需にさしっか

えが bこらぬようにと，ニコライ1I¥止の承認をうけたセルゲイ・ミハイロヴ

イヅチ公の命令により 1905年4月12R，それまでの10時間労働樹が 9時間労
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働制にあらためられた。もちろんそこでは，必要に応じて義務的な時間外労

働，日曜祭日労働への選がのこされていたとはいえ，ベテルプルグの軍事-工

場の一部にこうした動きが起ったことの意味は大きかったとぜねばなるま

L 、。その波は海軍省の所管のもとにある工場に直ちに及んだのオブホフスキ

一，ノミルチッキー，イジョールスキー，ノヴォ・アドミラールテェイストヴ

ォの諸工場では，他と同様に 9時間労働'i#1Jを導入せよとの労働者の戸が高ま

り雫オブホアスキー工場では，ストの波におされて 5月6日より事実上9時

間労働治1]が導入されるにいたった。アレグセイ・アレクサンド戸ヴィッチ公

ば，ツアーリの諒承を得て 5月16日より 9時間労働省IJをしいた。その際，労

働の技術的特性云々の理由で， 1l~12時間労働日の職場ものこされた。イジ

ョーノレスキー工場の冶金職場 0246人)も12時間労働告Ijとされたが，労働者

は革命的方法による 9時間労働制確立を試み， T場長はロヅグアウトをもっ

て抗 L たが 1 カ月以ーとの争議ののち了A場側が折れた。 5~6 月にはペテノレ

ブノレグの，イジョールスキー，プチロブスキー，ネアスキー， レスネノレ，フ

ランコ・ノレースキー，エリクソン，などの了‘場におL、て本命保j方法による 9

時間労働告IJが実施されてし、た。 (69)

1905年の 5~6 月になって，繊維労働者たちがベテルブノレグ，イワノボ・

ヴォズネセンスク，ロッジなどで 8時間労働命IJや 9時間労働制を要求して立

ちとがりはじめた。ベテルプノレグのスパスカヤ・マニュブァクチュアの労働

者しt，8時間労働法の制定をさえ要求した。 1905年 7月7fl，ベテノレプノレグ

工場主問盟の繊維部門は，労働日を11時間30分から11時間に短縮し，賃金を

5%引きあげるべく取りきめざるを得なかった。 (70)

1905~f.革命の最高潮期， 10月前後にはポリシエヴィキーの指導による 8 時

間労働制!の1革命的導入がなされた。かわきりになったのがネフスキー造船・

機械工場であった。ここでは10月には政治集会が日常的現象となっており，

10月24日，労働者は 8時間労働制を通告した。つづいて10月27fL アレグサ

ンドロフ工場，オブホフスキー工場，ニコラエフ工場の労働者も集会で 8時

間労働制!を決議， 10月初日，プチロブ工場内労働者も実力で 8時間労働常IJを
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導入した。ポリシェヴィキーの合法紙「ノーヴァヤ・ジーズニJ11月1Of3

与に公表されたデータによると，ベテルブノレグの 25工場において 8時間労

閣制jが革命的手段によって実施されていた。ソ連の研究家がその他のデータ

で補足したところによれば，ベテルブルグにおし、て 68000人の労働者を擁す

る却の大工場で良時間労働制が確立していた。11月ストライキののちも，ネフ

スキー，アレク十ンドロブスキー，オブホフスキー，バノレチッキー，スパス

カヤ，パ{リ，ラブヱルムなどの諸工場に 8時間労働笥Ijが継続していた。 (71)

11月，政府・資本家側は攻勢に出はじめる。 190ら年11月5日の閣議は，交

通・通信大日より出された鉄道工場・機関庫における 8時間労働制に関する

件を取り i二げて審議 L，それはみとめられぬ，労働者があえてやるときには

工場閉鎖をもって答えよ，と決定した。ベテルブソレグ工場主同盟の機械工場

部門も， 10月25・27日， 11月 1日，ノーベリの指導のもとに会議をひらき，

事後屑出信1Iによる 8時間労働制の導入に対してはロック・アウトをもって答

えゐ，と決定した。 11月 9f3 ，ネフスキー工場ロッグ・アウト， 11月11日，

ニコラニ乙ブ鉄道工場ロック・アウト，以下，ゼネラル・ロック・プウトとも

呼びうる状態となったの街頭にしめ出された労働者数は10万人を数えたとも

し、わnる。 (72)

このあと，革命は退瀬に向かうが，遅れて革命に参加した部分は資本家に

さらにいくつかの譲歩をなさしめている。 11月ストライキののち，ベテルブ

ルグ工場主同盟の繊維部門は 7月にきめた11時間労働市!をさらに短縮し

11月16f3より平日10時間30分，土曜日 8時間の新制度を導入することをとり

きめた。ベテルブノレグのタバコ工場には，平日10時間，土曜日 8時間30分の

労働丹制が導入された。ベテルブノレグの製革工場では， 11時間30分労働制jを

10時間労働市!に変えた。印刷工場には 9時間労働舗がとり入れられた。 8時

間労{頚!制の革命的導入は，ベテノレブルグからはじまってモスクワ，ウクライ

ナ，シベリヤ(チタ，クラスノヤルスク)に波及l，各地の労働日常IJ度をゆ

みがした。 (73) ツアー政府は， 1905:1Fの第2国会で，労働白の最高限を11時

間30分から， 10時間30分に短縮する法案の検討を余儀なくされていたの
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海工省が1906年 4月紅白に公表した法案は，労働日を成年に10時間30分，

女子および年少者に10時間とすることを中心とし，その他工場法の全般にわ

たる改正を含んでいた。商工業代表者大会環事会におし、て，南ロシヤの鉱山

業代表者は政府案に間意する姿勢を示したが，ペテノレブ、ノレグとモスクワの資

本家が反対した。 1906年12月21日商工大臣フィロソブの主宰のもとにひらか

れた特別協議会において，ペテルブノレグ工場主同盟の代表は， Iこの法案が

国会に出るのが遅ければおそいほど，決定は正しいものとなろう Jとのベ

た。 (74) 革命の波が引くとともに，法案は流産となった。

3) 1905年の革命の退潮とともに 8時間労働制は定着することなく，ま

た労働日に関する新法案も具体化されることなく，労働臼は資本家却の攻勢

のもとにのびた。 1907年10月の調査によると，ベテノレブノレグにおける54の金

騒加工工場におい-c，労働者の77.8%が10時間以上働いていた。 11時間乃至

12時間働いていたところも多かったし，ボール紙細工業のようなところでは

あいかわらず15時間にも達するような労働日がのこされていた。 (75)

とはし、え，少なくとも所定労働時間に関しては， 1905年の革命の影響はや

第9表 1907年ベテノレブノレグの金属加工業における労働時間1

工 場 名 [官労智lTF智弁n払手l鎚Zfiおl空管品
ブ チ ロ ブ 10 7 j冷 57% 57% O 

ネフスキー造船・機械 9~ 6 ~~ 55% 57 P!Z 

ベテノレプノレグ金属 10 7% 57% 60 2% 

ノミ ノレ ザL ヅ キ{ 9 71/2 52% 573;も 5 

ブランコ・ノレスキー 10 7 57 57 。
ベテノレブノレグ車柄 10 7 57 60112 3ろも

S同 庄 延 10 7% 57% 65 7% 

レ ス 不 ノレ 10 7 57 60 3 

グレイトン造船・機械 10 7弘 57% 62% d 戸

アレク→j-ンドロアスキー 10 8 58持 60ろも 2112 

針金 gJJ製造 10% 8 60% 67% 7 

美原表には53とあるがp 誤りと思われるので修正した。

イ・エス・スモ{リン， llIjj渇書， 130頁より作成。
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はり大きかったとみなくてはならない。第 9奈は， 1907icl"'のベテルブルグに

おける金属加工工場に採用されていた労働日制度を示してL、る。平日の労働

日はたしかに大半10時間となっている。しかし，第 7表の1901年の状態とく

らべてみたとき，そこには明らかな変化がみとめられるのである。第8表に

は1901年と 1907年の労働避の長さの変化として，それを明らかにしている。

ペテルブノレグの繊維産業における労働日短縮はさらに顕著で、ある。 1906~

1907年にベテルブ〉レグの 5つの繊維工場，すなわちサンポソニエブスカヤ，

ヴォロニン，ニコザスカヤラロチL ンサザムスカヤ，レズヴォオストロブス

カヤ，などが 9時間労働 2交替ilJlJに移行した。また， 1907年ペテノレブルグ

の 24379人の労働者なおlfrする27の繊維工場(スバスカヤ，バーリ，ネフスカ

ヤ， ト戸ントン，クレンゴワムスカヤを含む)では，平日 10時間30分，土曜

日8時間，労働避60時間30分という制度が採用されており， 1905年以前とく

らべると，車?なみ週 7時間あての労働時間短縮が行なわれたことになる。

同時期のモスクワの状態について十主，イ・エム・コジミヌィフーラーニン

の研究がある。 1908年末，モスクワ県の工場労働者 (307773人)の 71.37% 

を占める219669人を縦する 811工場についての資料である。(第10・11・12

表)レーニンに従ってこの資料の性格について附言すると，小経営の状態が

第10表 1908年モスクワ県における労働日 0)

i ヨミ替命IJで 12交替制で働13交替iliiJで!動円ム リ

ないもの lいて¥，、主型注工主¥"主工… iil

128，628人 88，552人 2，489人 219，669人
(58. 56%)! (40.3U.6)! (1.13;'.6)1 000<;'.6) 

九 321! 78，107 

68，604; 75，391 I 

17，821 7，673 I 

「モスクワ燥における労働日と労働王子」全集・邦訳，第18巻 275J'l:より
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比較的反映されておらず，年少者の状態が開じく充分に反映されていなL、。

支た，所定労働時11丹についての調子まであって、 IL'i'Il~外労働を合 .t 1仁L、わさて

この 800工場30万人の労働者の状態は，総平均すると，成年労働おの労働 fl
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第11表 1908年モスクワ!尽における労働日 CII)

[ 労一i働帥動日者

8 時間未満 4，搬入

1昼夜従業時間数百にみた
労働者の% 器

交糊jでないもの 12交械のもの

1.3 1.0 

81時間以上9時間未満 87，402 13.3 81.9 

9時間以上10時間未満 94，403 60‘7 14.7 

10時間以上11待問未満 15.2 1.4 

11持間以上121待問未満 13，189i 33，466 9.5 1.0 

12 時 民う 以上 75 

数 219，669人 100.0 I 100.0 

持修理工，檎助労働者を含まず，レーニン，前掲察275-276J!lより作成。

第12表 1908年モスクワ県における労働幸子

一…ijVZ2JJj竺江戸手J~高払
200日未満 96 74 5，676 76 

200 ~ 250 El 236 91 14，400 158 

250 ~ 270日 262 196 58，313 297 

270 l1以上 282 450 152，741 339 

総 数 270 811 231，130 285 

レーニン， fiiH局審， 278文。

が 9時間半，年少労働名の労働日が 7時間半であった。労働臼の形態、は、交

替昔話でないものが過半を占めるが 2交替労融制のものも 40%を数えてい

る。とくに繊維産業の直接工の中に 2交替制で働らくものが多し、。労働日の

長さは 8時間以上10時間未満のところに集中しているが，交替市!でないもの

は 9時間以上のとニろに 2交替1ffiJのものは 9時間未満のところにあつまっ

ている。総じて，いまだ10時間以上働いているものを多くのく二しているとは

いえ，大勢としてはき 1897年法によって許された最高限をある程度下まわる

とこらにおもつい ζいふとみられるO

4) 1910年代の労働時間については，ロシヤ全体についてな:された1913~ド

の調査がある。工場・鉱山 ちによっ(なされたその調査によると，
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ロシヤの労働者の61%が10時間以上の労働臼制度のもとに働いており， 9%  

が8時間労働制のもとで働いていた。金高・機械工場にかぎってみると， 10 

時間以上の労働日で働くものは60.6%，8時間労働鍛jで働くものは 3.9%で

あった。 (76) その同じ公式データによると， 1913年口シヤの綿工業における

労働臼制度は第13表のごとくであった。ここで 9時間労働制が圧倒的な位置

第13表 1913if.ロシヤ総工業における労働時間

! 男[女
労働者五一日-ι i1iU 子

9時間 未満 労働側 2，9931 1.6061 1，8科 0.6;<，6 

9 百年間労働側 101，4161 56.3 1 206，8901 76.7 

10 持鰐労働制 40， 824! 22.6 I :cl4，5951 12.9 

1l ~111hr存関労働命 8 ， 5961 4.6 1 5，5771 2.6 

その他 14.9 ~ 7.2 

I 1明 oI 100.0 

カ・ア・パジートノフ，前十渇書， 149頁より作成。

を点めているのは，いうまでもなく交替制の普及によるものであゐう。綿工

業に働く労働者の労勘日の長さを総平均すると，男9.5時間，女9.3時間， 15 

~18才の年少者9.4時間‘ 12~15才の幼年者7.7時間となっていた。 (77) 同年

の月末紡織工場では，男9.6時間，k9.8時間J，15~18才の年少者 9.6 時間， 12 

~15才の幼年者5.7時間で，成年のうち 9 時間労働制度で働くもの 23157 人，

9時間30分乃翌日時間労働制度で働くもの 12632人， 10時間15分乃奈11時間

30分の労働時間制度で働くものが 32265人て、あった。 (78) 羊毛工業では事 8

時間労働制で働くものが労!勤者の 3.1%， 9時間労働制で働くものが1:3.8%

9時間30分命Ijで働くものが 2%，10時間労働制で働くものが50.5%，11時間

労働制で働くものが 2.8%‘11時間30分制で働くものが17%であった。 (79)

繊維工業では， 10時間以上のものがかなり多L、。総じて. 10時間以上働かなく

てはならない労働者層が未だ大慌におり、時間短縮の必要は決 Lて弱支 q て

いなかったことが認められる。第14表?しまた， jrせじこと舎が;LCl 、〈心。ニ .jl
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第14表 1917年 2JL シチエノレピノアスキー主tL，ニェレポブスキー坑p

ニキートブスキー坑における労働時間

労働者数 労働}](時間〉 月稼動数(方〉

先‘ 111 1，028 U:l米商契約 19 

その他の出来高契約労働者 300 ク 23 

運 搬 プムミ; 600 111/2 23 

その 1mの坑|付労働者 300 10% 23 

草津併1J作業にたず、ざわるもの 300 10 26 

(坑外〉

J采 事よ |主j {系 301 10 28 

洗 鋭; 1)ヨ 好奇 300 11 28 

工房にいる もの 370 8 - 10 29 

建 築 sヨ 係 251 10 28 

京I 役 5五' !動 者ー 80 11¥:;1三高契約 30 

鉄 iH 労 !!l語 者 120 11 30 

ユ・イ・キリヤノフ， 1-雨露労働者の経済的状態J， r股史学紀~J No. 72， 40J'~。

はi毎戸シヤの鉱山労働者の労働臼のデータであるが，ほとんどすべての労働

者が10時間以上， 11時間30分にも達する労働日制度のもとで、倒Ð~ 、ており，さ

らに，先山はじめ生産の重要部分に働く労働者が，出来高契約であるという

ピことで何らの労働日規制もなしでおかれていたのである。

現実の労働日は，就業規則に定められ公式データにあらわれてくるものよ

りも一段と大きL、。労働者新開に送られてきた労働者の通信によると， 12時

間~ 13時間の労働日はあたりまえのことであった。 とくに， 1連続生産j

の部門におし、ては， 1890年代にくらべてもあいかわらずといった状態であっ

た模様て、ある。マケユブに建っていたユニオン治金工場における労働日の長

さは，通常12時間であり，アレクサンドロアスキー工場でもユリェブスキー

治金工場マルチン炉職場でも，労働臼の長さは12時間であった。 時間外労働

は義務化しており， "1街謡のノヴォトノレドヌイ工場やパラメノフ炭績などでは

I!刊号外労鴎をまI~1fiすると言丹念が課せられた。 191351:.の労働者の通信によると

エカテザノスラフのアレクサンド P フスキー工場では， 15 時間~ 18時間労
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働が40~45 日も連続し "0 、たとあり，ニコラエアスキー造船ナバワ工場でも

労働日は 12 時間~ 15時期になっていた。第一次大戦の勃発とともに時間外

労働はさらに普及した。 1915年， ドニエプロブスキ{冶金工場では，労働者

の 49%が時間外労働を含めて毎月初~50 労働日(所定労働時開会単位とし

て)働らいていた。 1915年ニコポリ・ 7 リウポリスキー工場では， 1 Sに24

時間労働しているものや，月に45労働日働くものがし、た。ルガンスクのガル

トマン工場からの通信によると，労働者は日に16時間働いていることがあっ

た。一連の炭砿からは， 12時間労働制のもとで労働者が月に25~28方，さら

には30~36:Jj も働かねばならないことがあったという通信が出ている。 (80)

時間外労働があったのは金属産業や鉱業だけで‘はなかった。第15表は繊維産

業における時間外労働の実態を一部明らかにしてL、る。

労!勤時間に対する労働者の要求は， 1910年代に人つ(こ7堅金変えてL、る。 8

第15表 191以子トレブ・ゴールナヤ・マニュブアクチュアにおける

時間外労働

染料工

積 上 ユ二男

k 
年少者

プリント機械っき 男

女

仕上機械っき男

女

f干少者

i似白工男

女

年少者

染物工男

女

恭し工労

女

11五:K3直定FEFFE18/AX100 

25.13 I 22.31 i 2.82 I 12.6 

23.49 1 21.85 1 1.64 1 7.5 

12.44 1 12.19 I 0.25 I 2.1 

11.77 11.77 I 0.00 I 0.0 

24.45 I 20.301 4.151 20.4 

24.45 

13.50 

13.34 

20.55 

12.05 

13.15 

25.33 

14.41 

25.99 

12.83 

20.24 

12.42 

13.34 

19.55 

11. 76 

13.15 

20.01 

12.42 

20.01 

12.42 

4.21 

1.08 

0.0。
1. 00 

0.29 

0.00 

5.32 

1.99 

5.98 

0.41 

20.8 

8.7 

0.0 

5.1 

2.5 

0.0 

26.6 

16.0 

29.9 

3.3 

コ二J、・カ・戸、ンュコヴァ， ilR92-1913年トレブ・ゴールナヤ・マユュブアクチュ

アの労働者の賃金J，パンクラートワ紀念論文集， 195R， 340頁より作成。
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時間労働制あるL、は 9時間労働制を要求しつづけることとともに，時間外労

働の適用によって労働日の法的規制が実質上尻抜けになっていることに対す

る反対が特徴的である。ペテルブルグと南口シヤを例にとって労働者の要求

の内容を確かめてみよう。すなわち， 1912年， 5月，ジーメンス・ガリスケ工

場の労働者が時間外労働に50%割増支払を要求 5月，フランコ・ノレ{スキ

ー工場の労働者が 9時間労働翁1]，時間外労働の廃止を要求 5月，ニコラユ

ブ造船の労働者が 8 時間労働俗~，時間外労働の廃止あるいは時間外に対する

賃率の 2倍化を要求、 11月，ハリコブ機関車製作工場の労働者が 9時間労働j

制，時間外労働廃止およびやむを得ぬものにはら0%割増支払を要求， 1913年

5月，ネフスキ{造船・機械工場鋳錦戦場の労働者が時間外労働の義務化に

反対，やむをえぬさいには50%割増支払を要求 5月，ネフスキー造船・機

械工場鋳鉄職場の労働者が湯を沸しても仕事のなかったときには爽失時間に

対して 5部ましに支払うこと要求 5月，ネブスキ{造船・機械工場汽関車

部門の塗装工が義務的時間外労働の廃止を要求， 5月， クノレーク機械工場の

労働者が 9時間労働制を要求 6月，ランゲンジッペン工場の労働者が 9時

間労働制を要求， 6月，ズイゲリ機械ボイラー工場の労働者ーが， 9特約i労働

制，保繕工をのぞき時間外労働の完全廃止を要求 6月，シユッケノレト工場

の労働者が，終業10分前に手を洗い S分前に職場を立去ってよいこと，工場

の修結以外の時間外労働の完全廃止，持!日]外労働に対する50%割増支払 9

時間労働昔話を要求 7月，ナパリ造船工場の労働者が 8時間労働制(機城工

火夫などには 9時間労働制)を要求， 11月，ヴァドン造船所の労働者ーが 9

時間労働日，土曜および祭日前の 2時終業主ど要求， 12月，ルイコブスキー坑

の労働者が時間外労働および祭臼労働に50%割増支払，昼夜連勤の廃止， 8 

時間労働制を要求，といった具合である O (81〉終業と同時に工場の門を出ら

れるように， 5分立iiに職場合立ち去る権矛IJの要求であるとか，出米高給労働

者の手待ち時間に対する支払要求であるとか，時Ii:¥Jに対する厳格な扱L、が労

働者の中につよく出ていることもれ:日に価すみの

5) 1917年の 2月革命から10月革命にいた心情iも，労働時間をめぐる労働
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者と資本家およびツアー政府との間の抗争の激しかった時期とみられる。労

働者は激しく 8時間労働棋を要求し，一方，大戦勃発とともに，既存の労働

保護法は次々に反古とされて行っていた。戦時産業委員会の第一田大会は，

(1)戦時中は，工業における婦人，児童労働の利用に|認する諸制限を撤廃する

(2)戦時中は，労働日の長さと時間外労働に関する諸制限を撤廃する，ょう要

求する決議を行なった。 1915年 9月913，防衛に関する特別評議会は，討論

の中で独占資本家の懇請を認め， 1915年 9月2513，それらは鴎儀に二おいて完

全にみとめられた。かくて労働者は，労働日についてまったくの無防鮪状態

に才すかれていた。 (82)

続i時政府は 8時間労働棋をロシヤに導入することに|却して全くなにも出ラiそ

なかった。労働大白のもとにおける特別委員会は 8時罰労働市!立法を検討

する在務をもって，まずどのような阪序で作業を進めるべきかという点から

審議をはじめた。それに対し資本家陣営は非常な警戒を示した。商工業代表

者大会理事会委員会の討論において， 1917年 3月;:c.ヌ・ニL フ・ディトマル

は， r労働部によって作成されている法案香子、注意深〈監祝 L，更生党動機づ

け，かつ経験にもとづいた方策をもって，熱病的瞬間につくられたゆきすぎ

の方策や改革に対抗せしめる二とjがぜひ必要であると強調した。法案作成

は長々しい官僚的遅怠の中においこめられた。 1917iJ三9月‘資本家達は再度

作業を急、ぎすぎることに反対する意志表示を Lt-.::o かくて労働大臣所属の特

別委員会は，臨時政府の符命期間に何の結論をも出しえなかった。 (83)

労働者たちは， 1905年の革命におけh る経験にもとづいて，実力により，

後承諾議IJの形で次々と 8時間労働能IJをうち立てて行なった。たとえば，ソブ

ィスキー坑， 第 L 第2ゴノレロアスキー坑のちえ;夫たちは， ポリシェヴィキ

ーの指導のもとに，激しい労使の抗争ののちに， 1917年 9月には 8時間労働

制をうち立てていた。とくに労働組合組織のよく出米ていたところでは，そ

れが一揖急速に進んだとのことである。 1917年 1月，ペテノレブノレグ県の平均

労働 11の長さが、時間外労鍋も含めて10.1時間であったのに対 Iてち 2カ月

後の 3月には 8.4時間となり， 17%もの減少を示したとされてL、るoL84)
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ロシヤにおいては，ソヴィエト政権によってはじめて 8時間労働昔話の法定

が現実のものとして取り上げられた。労農政府の労働に関する最初の法律が

8時間労働命1Jに関する10月29日の法令であった。

むすび

資本主義ロシヤにおいて，労働日の長さは，農奴1Ii1J時代の12時間を出発点

にして，産業革命とともにぐんぐん延長した。労働年は，伝統的な宗教的祭

日をも食いつぶして，やはり延長してL、った。機械命IJ大工場のもとで，生産

が昼夜のi亥汚IJなく行なわれるようになると 1昼夜 2組12時間労働 2交替の

制度からはじまって， 16時間労働日勤番と R時間労働夜勤番の 2交持制，さ

らに u主夜2が16時間労働4変替笥1)と，拘束時間内の労働筏度の高い穏々の

交替翁1)が発展した。

労働殺ははじめ祭日の完全利用な小心に抵抗していとが， 1880年代末より

1 890:，Q三代子|ミにかけて，ついに労働日の長さを1lJ!JI汲する要求をもって立ちJ二が

ろに至る。日勤10時間労働，交:得策lj9時間労働といったところが当聞の目標

点になる。日97年，労働日の長さの最高1伎を一応11吋z間30分とする法律が出

る。この法は， 11時間30分という長い労働日な許Lているばかりてイ亡く，時

間外労働に対する制限のゆるいことでも尻ぬけである。

1905{rの革命は戸シヤの労働時間制度をゆるがL，多くのところで所定労

働時間の大巾な縮をもたらした。しかし工場法の改訂にまでは至らず，労働

運動の波の退潮とともに，義務的時間外制度によって実労働時間はのびた。

1905年にはじまった，労働者の実力による 8時間労働制の確立運動は， 1917 

年の卒命の中でもさらに展開 L ついに，労良政権にる 8時間労働告1]の公布

に烹る。
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